2020年1月防火防災委員会議事メモ
2020年1月25日
開催日時：2020年1月25日（土）　10:00～12:20
会　　場：バームハイツ西葛西　バームルーム
出 席 者：（以下、敬称略）
[bookmark: _GoBack]出席：109佐々木、116 蔵増、324小林、416小野、417 田村、1009 加藤、1001杉本、
115河本（書記）
欠席： 716 佐々木

議事内容
1． 連絡事項
(1) マンション協議会　1月26日（日）14:00～　葛西区民館　河本出席予定

2． 防火防災管理細則の検討
・第3条三　「本細則では～「防火管理者」と表記する。」は不要では。
・第4条　「前条第3項記載のとおり、」は削除。もしくは、「前条第2項および第3項」
・第11条の「防火防災委員会の設置」は条文の内容が委員の構成となっているので、設置についての条文とする。「第１条の目的を達成するために、防火防災委員会を設置する。」などとする。
・「第11条（防火防災委員会の設置）」は、「第12条（委員会の構成員）」とする。（1条追加）
・第11条の2と3を入れ替える。
「２ 委員の任期は、委員に選任された日から新たな委員が選任されるまでとする。ただし、再任を妨げないものとする。
３ 委員会の委員長は、選任された委員の互選により選出する。」
・第19条三　「隔版」　→　「隔板」、説明するのであれば「隣家への避難経路にあたる仕切り板」
・第26条3「所轄消防署」→「管轄消防署」
・第28条四　「仕切板」　→　「仕切り板」
・第29条　削除　→　「地震が発生した場合の行動」は、防災マニュアルに記載している。
・第32条　「規約検討委員会」とありますが、現状は不要と考えます。規約や他細則との整合をみて判断願います。
・第33条　「防災訓練等を活用」→「防災訓練等で活用」

3． その他
・消防博物館（四谷）を見学。備蓄リスト、新聞紙でスリッパを作成する方法など紹介。（田村）

4． 理事会依頼事項・報告事項
1 防火防災管理細則（最終案）を読み合わせ、意見を出しました。

5． 今後の日程
2月22日（土）10:00～12:00　防火防災委員会　バームルーム
以上
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